
令和7年第3回定例会　議決の結果 令和7年9月2日～令和7年9月25日 ○は賛成　×は反対
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報告第9号 原案報告 R7.9.2
令和６年度決算に基づく健全化判断比
率及び資金不足比率について

令和６年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率
について、議会に報告するもの

－ － － － － － －－ － － － － － －

報告第10号 原案報告 R7.9.25 損害賠償額の決定について
接触事故について損害賠償の額を定めるため専決処分した
ので報告するもの

－ － － － － － －－ － － － － － －

議案第39号 異議なし R7.9.2
人権擁護委員の推薦につき議会の意見
を求めることについて

人権擁護委員中　山登　純子　委員は、令和７年１２月３１日
をもって任期満了につき、その後任委員を推薦しようとするも
の（山登　純子氏）

省略 ○ ○ ○ ○ ○ ○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第40号 原案可決 R7.9.12
竹原市立学校設置条例の一部を改正
する条例案

竹原市立大乗小学校を廃止することに伴い、必要な規定を整
備するもの

総務文教 ○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議案第41号 原案可決 R7.9.12
竹原市職員の育児休業等に関する条例
及び竹原市職員の勤務時間、休暇等に
関する条例の一部を改正する条例案

地方公務員の育児休業等に関する法律等の一部が改正され
たことに伴い、育児部分休業の取得形態を拡充するととも
に、仕事と育児の両立支援について、制度の周知や利用の
意向確認を行うなど、必要な規定を整備するもの

総務文教 ○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第42号 原案可決 R7.9.12
竹原市市営住宅設置及び管理条例の
一部を改正する条例案

市営住宅長寿命化計画において用途廃止の方針が決定して
いる市営住宅のうち、全入居者の移転が完了した東川住宅、
西ヶ迫住宅、天神町住宅、登町住宅及び柏住宅について、用
途を廃止するもの

民生都市
建設

○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第43号 原案可決 R7.9.12
市長等の損害賠償責任の一部免責に
関する条例の一部を改正する条例案

地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴い、条例中
における引用条項の整理を行うもの

総務文教 ○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第44号 原案認定 R7.9.25
令和６年度竹原市歳入歳出決算認定に
ついて

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和６年度竹原
市一般会計及び特別会計の歳入歳出決算について、議会の
認定を求めるもの

決算 × ○ ○ ○ ○ ○
議
長

○ ○ ○ ○ × × ×

議案第45号 原案認定 R7.9.25
令和６年度竹原市下水道事業決算認定
について

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和６年度竹
原市下水道事業決算について、議会の認定を求めるもの

決算 ○ ○ ○ ○ ○ ○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ×

議案第46号 原案可決 R7.9.12
令和７年度竹原市一般会計補正予算
（第４号）

歳入歳出それぞれ１０８，２２８千円を増額補正するもの
総務文教 ○ ○ ○ ○

欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第47号 原案可決 R7.9.12
令和７年度竹原市国民健康保険特別会
計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ５，２７９千円を増額補正するもの
民生都市
建設

○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第48号 原案可決 R7.9.12
令和７年度竹原市介護保険特別会計補
正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ３５，９９４千円を増額補正するもの
民生都市
建設

○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

議案第49号 原案可決 R7.9.12
令和７年度竹原市後期高齢者医療特別
会計補正予算（第１号）

歳入歳出それぞれ７，１５０千円を増額補正するもの
民生都市
建設

○ ○ ○ ○
欠
席

○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陳受第7－18号
忠海団地が所有する汚水処理施設の
移管要望について

竹原市議会会議規則第１４５条の規定により陳情を処理する
もの

民生都市
建設

発議第7－5号 原案可決 R7.9.25
地方財政の充実・強化に関する意見書
（案）

地方自治法第９９条の規定により意見書を提出するもの 省略 × ○ ○ ○ ○ ○
議
長

○ ○ ○ ○ ○ × ○

委員会審査の結果，継続審査とすることとなりました。


